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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
古
代
中
国
研
究
の
最
前
線
―
考
古
発
見
と
歴
史
研
究
―
」
講
演
録

第
一
〇
五
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
二
一
年
一
〇
月
二
七
日
）

出
土
簡
牘
の
「
風
水
宝
地
」：
湖
南
省
出
土
の
漢
・
三
国
呉
簡

野　

口　
　
　

優

は
じ
め
に

本
日
は
「
出
土
簡
牘
の
「
風
水
宝
地
」:

湖
南
省
出
土
の
漢
・
三

国
呉
簡
」
と
い
う
題
で
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
中
山
大
学

歴
史
学
系
（
珠
海
）
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
野
口
優
と
申
し
ま
す
。

本
日
は
約
一
時
間
の
講
演
に
な
り
ま
す
が
、
皆
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

そ
れ
で
は
本
日
の
講
演
内
容
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
本

日
の
講
演
は
五
つ
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
第
一
、
簡
牘
と
は
何

か
。
第
二
、
な
ぜ
湖
南
省
か
ら
大
量
の
簡
牘
が
出
土
す
る
の
か
。
第

三
、
湖
南
省
長
沙
出
土
簡
牘
の
簡
単
な
紹
介
。
第
四
、
長
沙
出
土
の

漢
簡
と
公
文
書
研
究
。
第
五
、
お
わ
り
に
、
中
国
古
代
印
章
制
度
か

ら
見
た
日
本
の
印
鑑
廃
止
の
風
潮
に
対
す
る
展
望
と
い
う
内
容
で
お

話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
発
表
の
内
容
は
、
す
で
に
皆
さ
ん
に
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
レ

ジ
ュ
メ
が
そ
の
ま
ま
今
日
の
読
み
上
げ
原
稿
と
な
り
ま
す
。
中
国
か

ら
講
演
し
て
お
り
ま
す
都
合
上
、
お
そ
ら
く
途
中
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
が
切
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
は
、
話
す
内
容
は
全
て

原
稿
に
書
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
原
稿
で
補
完
し
て
聞
い
て
い
た
だ

け
ま
し
た
ら
幸
い
で
す
。

で
は
、
講
演
に
入
る
前
に
今
日
お
話
し
す
る
中
国
の
湖
南
の
地
図

を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
ほ
ぼ
中
国
全
土
の
地
図
を
映
し
た

も
の
で
す
。
地
図
上
、
一
番
上
に
青
の
四
角
で
囲
わ
れ
て
い
る
の
が

北
京
で
す
。
そ
こ
か
ら
南
に
下
り
ま
す
と
赤
い
四
角
が
書
か
れ
て
い
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ま
す
。
こ
れ
が
長
沙
で
す
。
さ
ら
に
南
に
行
き
ま
す
と
、
広
東
省
の

省
都
、
広
州
が
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
南
に
バ
ス
で
二

時
間
ほ
ど
行
っ
た
、
ほ
と
ん
ど
マ
カ
オ
に
あ
る
珠
海
と
い
う
都
市
に

住
ん
で
お
り
ま
す
。
広
州
と
長
沙
は
新
幹
線
で
二
時
間
半
か
ら
三
時

間
ぐ
ら
い
の
距
離
に
あ
り
ま
す
。
湖
南
の
地
図
は
後
ほ
ど
も
う
一
度

見
た
い
と
思
い
ま
す
。
で
は
講
演
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
簡
牘
と
は
何
か

簡
牘
の
定
義
と
い
う
問
題
か
ら
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

我
々
が
想
像
す
る
最
も
一
般
的
な
書
写
材
料
―
―
こ
れ
は
文
字
を
書

く
材
料
と
い
う
意
味
で
す
が
、
そ
れ
は
紙
だ
と
思
い
ま
す
。
簡
牘
と

は
、
紙
が
一
般
的
な
書
写
材
料
と
な
る
前
の
行
政
、
書
信
、
書
物
に

用
い
ら
れ
る
最
も
一
般
的
な
書
写
材
料
で
し
た
。

簡
牘
と
い
う
文
字
の
形
に
着
目
す
る
と
、「
簡
」
に
は
竹
か
ん
む

り
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
「
竹
簡
」
と
い
う
竹
で

で
き
た
札
条
の
書
写
材
料
を
指
し
ま
す
。「
牘
」
の
偏
は
一
見
す
る

と
片
付
け
の
「
へ
ん
」
で
す
が
、
こ
の
片
、「
へ
ん
」
と
は
、
後
漢

時
代
の
字
書
、『
説
文
解
字
』
に
よ
れ
ば
、
木
を
二
つ
に
割
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
か
ら︶1
︵

、「
木
牘
」
と
い
う
木
で
で
き
た
幅
広
の
書
写

材
料
を
指
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
厳
密
に
、
簡
は
竹
簡
、

牘
は
木
牘
だ
け
で
は
な
く
、「
木
簡
」
と
い
う
呼
び
方
も
日
本
で
は

広
く
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

簡
牘
が
い
つ
の
時
代
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
明
確
に
答
え

る
こ
と
は
難
し
い
で
す
。
皆
さ
ん
も
御
存
じ
の
よ
う
に
中
国
の
は
る

か
古
代
に
は
亀
の
甲
羅
や
獣
骨
に
刻
ま
れ
た
甲
骨
文
字
、
大
き
な
青

銅
の
器
に
刻
ま
れ
た
金
文
な
ど
、
特
殊
な
書
写
材
料
と
独
特
の
文
字

が
す
で
に
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
素
材
の
入

手
、
加
工
な
ど
複
雑
な
処
理
や
専
門
知
識
が
必
要
な
た
め
、
一
般
的

な
書
写
材
料
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
ち
ら
が
甲
骨
と
甲
骨
文
字
で
す
。
こ
れ
は
妻
が
東
京
国
立
博
物

館
で
撮
影
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
獣
骨
、
亀
の
甲
羅
な
ど
に

文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
様
子
が
写
真
上
か
ら
も
見
え
る
と
思
い
ま

す
。こ

ち
ら
は
青
銅
器
と
金
文
で
す
。
陝
西
省
か
ら
出
土
し
た
非
常
に

有
名
な
逨
盤
と
い
う
青
銅
器
で
す
。
こ
れ
も
妻
が
撮
影
し
た
も
の
で

す
が
、
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
複
製
で
す
。

本
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
器
に
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
が
よ

く
見
え
ま
す
の
で
、
青
銅
器
と
文
字
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
写
真
を

使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
ま
で
、
甲
骨
文
字
と
金
文
に
つ

い
て
見
て
き
ま
し
た
。

一
方
で
、
簡
牘
は
現
地
に
自
生
す
る
竹
や
木
を
加
工
し
て
作
成
す

る
だ
け
で
あ
り
、
安
価
に
大
量
に
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

後
漢
時
代
の
王
充
と
い
う
人
物
が
興
味
深
い
点
を
指
摘
し
て
お
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。
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そ
も
そ
も
竹
は
山
に
生
え
、
木
は
林
に
生
育
し
、
ど
れ
だ
け
取

れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
竹
を
裁
断
し
て
筒
と
し
、
筒
を
割
っ

て
牘
と
す
る
。
筆
墨
の
跡
を
加
え
て
、
よ
う
や
く
文
字
と
な

る
。
大
き
い
も
の
は
経
書
と
な
り
、
小
さ
な
も
の
は
伝
記
と
な

る
。
木
を
切
っ
て
「
槧
（
ざ
ん
）」
と
し
て
、裂
い
て
板
と
す
る
。

削
り
の
工
程
を
加
え
て
、
よ
う
や
く
奏
牘
と
な
る
︶
2
︵

と
い
う
文
章
が
、
王
充
『
論
衡
』
量
知
篇
に
存
在
し
て
お
り
ま
す
。

簡
牘
の
素
材
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
漢
代
の
西
北
軍
事
拠
点
で
あ

る
居
延
―
―
現
在
の
内
蒙
古
自
治
区
に
当
た
り
ま
す
、
こ
こ
か
ら

一
九
三
〇
年
代
以
降
、
す
で
に
三
万
点
を
超
え
る
大
量
の
漢
代
の

簡
牘
が
出
土
し
て
お
り
、
そ
の
う
ち
大
部
分
の
材
質
が
紅
柳
と
胡
楊

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
︶
3
︵

。
現
地
調
査
を
し
た
学
者
に
よ
れ
ば
、

い
ず
れ
も
居
延
に
自
生
す
る
植
物
で
す
。

こ
ち
ら
は
妻
が
撮
影
し
た
居
延
に
あ
る
胡
楊
で
す
。
私
自
身
は
居

延
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
が
、
妻
は
旅
行
が
大
好
き
で
よ
く

中
国
各
地
に
行
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
居
延
に
行
っ
た
と
き
に

撮
っ
た
写
真
で
す
。
ガ
イ
ド
さ
ん
が
「
こ
の
木
は
胡
楊
だ
」
と
言
っ

た
そ
う
で
す
か
ら
、
こ
の
木
が
胡
楊
で
あ
る
と
見
て
問
題
な
い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
木
で
す
。

こ
の
た
め
簡
牘
は
少
な
く
と
も
戦
国
時
代
に
は
行
政
や
書
物
に

用
い
ら
れ
る
最
も
一
般
的
な
書
写
材
料
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。

す
で
に
戦
国
時
代
に
簡
牘
、
主
に
竹
簡
に
記
さ
れ
た
書
物
が
大
量

に
発
見
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
ま
た
秦
漢
時
代
に
も
湖
南
省
か
ら

三
六
、〇
〇
〇
点
を
超
え
る
秦
代
の
行
政
簡
牘
が
出
土
し
て
お
り
、

ま
た
先
ほ
ど
上
で
挙
げ
た
居
延
か
ら
も
軍
政
関
係
の
簡
牘
が
出
土
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
現
在
の
出
土
簡
牘
の
状
況
か
ら
、
戦
国

時
代
か
ら
漢
代
に
か
け
て
簡
牘
が
主
要
な
書
写
材
料
で
あ
っ
た
こ
と

は
疑
い
が
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
次
の
部
分
、
紙
の
登
場
及
び
簡
牘
と
紙
の
併
用
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
戦
国
時
代
か
ら
秦
漢
時
代

に
か
け
て
簡
牘
が
主
要
な
書
写
材
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
確
認

い
た
し
ま
し
た
。
で
は
、
現
在
、
一
般
的
な
書
写
材
料
と
な
っ
て
い

る
紙
は
い
つ
出
現
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
書
写
材
料
と
し
て
の
紙
は

二
世
紀
の
最
初
期
、
後
漢
時
代
の
中
頃
の
和
帝
期
に
宦
官
の
蔡
倫
と

い
う
人
物
に
よ
っ
て
献
上
さ
れ
た
「
蔡
候
紙
」
を
そ
の
始
め
と
し
ま

す
。こ

れ
が
関
連
す
る
史
料
で
す
。

　
　

古
来
か
ら
文
字
は
多
く
竹
簡
を
つ
な
げ
た
も
の
に
書
か
れ
、
絹

を
用
い
た
も
の
を
紙
と
呼
ん
だ
。
絹
は
値
段
が
高
く
、
簡
牘
は

重
い
た
め
、
い
ず
れ
も
人
々
に
と
っ
て
不
便
で
あ
っ
た
。
蔡
倫

は
初
め
て
意
匠
（
デ
ザ
イ
ン
）
を
考
案
し
、樹
皮
や
砕
い
た
麻
、

そ
し
て
ぼ
ろ
布
や
魚
網
を
利
用
し
て
紙
を
作
っ
た
。
元
興
元
年

（
後
一
〇
五
年
）
に
奏
上
し
、
和
帝
は
蔡
倫
を
称
賛
し
、
以
後

必
ず
用
い
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
天
下
は
皆
「
蔡
侯
紙
」
と
称
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し
た
。︶

4
︵

と
い
う
こ
と
が
、『
後
漢
書
』
列
伝
第
六
十
八
宦
者
蔡
倫
伝
に
記
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
『
後
漢
書
』
の
蔡
倫
伝
の
記
載
に
つ
い
て
、
な
お
二
つ
の
点

を
補
充
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
蔡
倫
の
紙
の
献
上

以
前
に
す
で
に
紙
は
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
蔡
倫
伝
の
記
載
を
見

れ
ば
、絹
を
用
い
た
も
の
を
紙
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

我
々
が
普
通
、
想
像
す
る
紙
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
前
漢
時
代
の
後

半
期
に
は
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
研
究
者
の
中
に
は

蔡
倫
を
紙
の
発
明
者
と
見
な
さ
な
い
と
い
う
見
解
を
出
し
て
い
る
者

も
お
り
ま
す
︶
5
︵

。

蔡
倫
以
前
の
紙
は
薬
の
包
み
紙
な
ど
に
用
い
ら
れ
、
決
し
て
書
写

材
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
研
究
者
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う

に
、
正
確
に
言
え
ば
蔡
倫
は
紙
の
「
発
明
者
」
で
は
な
く
、
書
写
材

料
と
し
て
の
紙
の
「
改
良
者
」
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
と
思
い
ま
す︶6
︵

。

第
二
に
、
蔡
倫
に
よ
り
書
写
材
料
と
し
て
の
紙
が
出
現
し
た
後

も
、
簡
牘
は
即
座
に
姿
を
消
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
漢
時

代
の
後
半
期
か
ら
西
晋
時
代
に
か
け
て
の
簡
牘
が
出
土
し
て
お
り
ま

し
て
、
特
に
行
政
文
書
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
簡
牘
が

そ
の
使
用
を
停
止
す
る
の
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
南
北
朝
時
代

（
四
三
九
～
五
八
九
）
の
末
頃
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
︶
7
︵

。

一
方
で
、
書
信
や
書
籍
に
つ
い
て
は
後
漢
の
後
半
期
か
ら
紙
が
急

速
に
簡
牘
に
取
っ
て
か
わ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
簡
牘
は
行
政
文
書

に
使
用
さ
れ
、紙
は
書
信
や
書
籍
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の「
棲

み
分
け
」
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
え
ま
す
︶
8
︵

。
そ
し
て
、
我
々
が
共

に
学
ぶ
漢
・
三
国
呉
の
時
期
、
正
確
に
言
え
ば
後
漢
の
後
半
期
か
ら

三
国
呉
ま
で
は
、
紙
と
簡
牘
が
併
用
さ
れ
て
い
た
時
代
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。二

、
な
ぜ
湖
南
省
か
ら
大
量
の
簡
牘
が
出

土
す
る
の
か

で
は
第
二
の
内
容
で
す
。
な
ぜ
湖
南
省
長
沙
か
ら
大
量
の
簡
牘
が

出
土
す
る
の
か
。

出
土
簡
牘
の
二
分
類
と
い
う
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
簡
牘

の
分
類
の
方
法
は
種
々
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
本
発
表
で
は
以
下

の
よ
う
な
分
類
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
簡
牘
は
大
き
く
分

け
て
二
種
類
あ
り
ま
す
。
正
規
の
考
古
発
掘
を
経
た
出
土
簡
牘
と
、

盗
掘
さ
れ
、
そ
の
後
、
骨
董
市
場
を
経
て
大
学
や
博
物
館
が
購
入
、

も
し
く
は
大
学
や
博
物
館
に
寄
贈
さ
れ
る
購
入
・
寄
贈
簡
で
す
︶
9
︵

。

こ
の
購
入
・
寄
贈
簡
は
当
然
、
出
土
地
や
出
土
過
程
が
全
く
不
明
で

あ
り
、
研
究
者
た
ち
の
間
で
も
、
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
簡
牘
を
取

り
扱
う
か
見
解
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
ま
す
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
出
土
地
や
出
土
過
程
が
不
明
な
も
の
の
、
書

か
れ
て
い
る
文
字
に
着
目
し
て
積
極
的
に
研
究
に
使
う
研
究
者
が
大
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多
数
で
、
主
流
派
と
言
え
る
立
場
で
す
。
も
し
く
は
出
土
簡
牘
保
護

の
名
目
の
下
、
高
値
で
売
り
買
い
さ
れ
れ
ば
今
後
の
盗
掘
を
助
長
す

る
と
い
う
観
点
か
ら
、
購
入
・
寄
贈
簡
を
決
し
て
研
究
対
象
と
し
な

い
研
究
者
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
立
場
に
も
合
理
性
が

あ
り
、
購
入
・
寄
贈
簡
を
研
究
す
る
か
否
か
は
研
究
者
自
身
の
考
え

に
左
右
さ
れ
ま
す
。

私
自
身
は
購
入
・
寄
贈
簡
の
研
究
を
決
し
て
軽
視
す
る
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
が
、
今
回
は
時
間
の
都
合
上
、
購
入
・
寄
贈
簡
の
説
明

を
省
か
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
御
了
承
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。出

土
簡
牘
は
、
出
土
地
点
か
ら
大
き
く
二
種
類
に
分
け
た
い
と
思

い
ま
す
。
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
簡
牘
（
墓
葬
簡
牘
）
と
役
所
の
遺
跡
か

ら
出
土
す
る
遺
址
出
土
簡
牘
の
二
つ
に
分
け
た
い
と
思
い
ま
す
︶
10
︵

。

墓
葬
簡
牘
は
、
恐
ら
く
埋
葬
者
の
生
前
の
官
職
や
仕
事
内
容
と
関

係
が
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
研
究
者
に
よ
っ
て
は
違
う
見
解
を

出
し
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
︶
11
︵

、
私
が
見
る
限
り
、
生

前
の
官
職
や
仕
事
内
容
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

墓
葬
簡
牘
に
つ
い
て
、
当
時
の
法
律
の
抜
粋
・
手
控
え
や
書
物
な

ど
が
出
土
す
る
場
合
が
割
合
多
い
で
す
。
今
現
在
、睡
虎
地
秦
簡（
湖

北
省
）、
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
簡
（
湖
北
省
）、「
二
年
律
令
」

や
裁
判
文
書
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
尹
湾
漢
墓
漢
簡
（
江

蘇
省
）
で
は
集
簿
、東
海
郡
吏
員
簿
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
簡
牘
を
見
る
限
り
、
墓
葬
者
の
生
前
の
職
務
と
出
土
簡
牘

に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

遺
址
出
土
簡
牘
は
行
政
官
署
で
遺
棄
さ
れ
た
簡
牘
で
あ
る
た
め
、

行
政
運
営
に
関
す
る
内
容
が
多
く
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
里
耶
秦
簡

（
湖
南
省
）
は
二
〇
〇
二
年
に
約
三
八
、〇
〇
〇
枚
の
簡
牘
が
発
掘
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
簡
牘
は
、
お
お
よ
そ
始
皇
帝
二
五
年
（
前
二
二
二

年
）
か
ら
二
世
二
年
（
前
二
〇
八
年
）
ま
で
の
年
代
で
す
。
始
皇
帝

は
二
六
年
に
皇
帝
位
に
即
位
し
て
い
ま
す
の
で
、
正
確
に
言
う
と
秦

王
政
の
二
五
年
で
す
が
、
慣
習
に
よ
っ
て
始
皇
帝
二
五
年
と
表
記
し

て
お
り
ま
す
。

居
延
漢
簡
（
甘
粛
省
・
内
蒙
古
自
治
区
）
は
漢
代
西
北
の
軍
事
機

構
遺
址
及
び
関
所
跡
よ
り
発
掘
さ
れ
た
も
の
で
す
。
大
き
く
分
け
て

一
九
三
〇
年
代
に
発
掘
さ
れ
た
も
の
と
七
〇
年
代
に
発
掘
さ
れ
た
も

の
が
あ
り
ま
し
て
、
三
万
点
を
超
え
ま
す
。
こ
の
漢
代
の
遺
跡
か
ら

は
文
書
庫
と
思
わ
れ
る
部
屋
も
発
掘
作
業
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し

て
、
文
書
庫
内
に
残
る
簡
牘
の
年
代
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
一
三
年

ほ
ど
保
管
さ
れ
た
後
、
廃
棄
さ
れ
た
こ
と
が
研
究
に
よ
り
判
明
し
て

お
り
ま
す
︶
12
︵

。
行
政
官
署
で
発
見
さ
れ
た
簡
牘
は
一
定
の
保
存
期
間

が
過
ぎ
た
後
、
廃
棄
さ
れ
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。

こ
れ
は
居
延
漢
簡
で
す
。
恐
ら
く
最
も
有
名
な
居
延
漢
簡
の
文
書

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︶
13
︵

。
本
来
、
バ
ラ
バ
ラ
に
出
土
し
た
簡
牘
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を
鮮
や
か
に
一
つ
の
冊
書
、
文
書
に
復
元
し
た
日
本
人
の
研
究
者
の

著
作
か
ら
こ
の
写
真
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。大
庭
脩
先
生
の『
秦

漢
法
制
史
の
研
究
』か
ら
こ
の
写
真
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

で
は
次
の
内
容
、
な
ぜ
湖
南
省
長
沙
か
ら
大
量
の
簡
牘
が
出
土
す

る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
の
簡
牘
出
土
地
を
調
べ
る
と
、
出
土
地
が
特
定
の
地
域
に
集

中
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。
特
に
出
土
地
が
集
中
し
て

い
る
の
は
湖
北
・
湖
南
、
そ
し
て
漢
代
西
北
辺
境
に
当
た
る
内
蒙
古

自
治
区
・
甘
粛
省
で
す
。
な
ぜ
湖
北
・
湖
南
省
及
び
内
蒙
古
自
治
区
・

甘
粛
省
か
ら
多
く
の
簡
牘
が
出
土
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
気
候
条
件
で
す
。
湖
北
・
湖
南
省
は

長
江
流
域
地
帯
で
あ
り
、
水
資
源
も
大
変
豊
富
で
し
た
。
特
に
本
講

演
で
取
り
扱
う
長
沙
は
湖
南
省
を
南
北
に
縦
断
し
、
洞
庭
湖
に
注
ぎ

込
む
湘
江
の
中
下
流
の
右
岸
に
位
置
し
て
お
り
ま
す
。
森
鹿
三
先
生

に
よ
れ
ば
、
古
代
に
お
い
て
こ
の
洞
庭
湖
の
水
域
が
今
よ
り
も
ず
っ

と
広
か
っ
た
よ
う
で
、
長
沙
は
恐
ら
く
洞
庭
湖
の
湖
岸
に
発
達
し
た

都
市
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︶
14
︵

。

長
沙
は
漢
代
に
限
ら
ず
歴
代
王
朝
に
お
い
て
、
現
在
の
湖
南
省
に

当
た
る
地
区
に
お
け
る
政
治
・
文
化
の
中
心
で
し
た
。
戦
国
時
代
の

竹
簡
や
帛
書
（
絹
に
書
か
れ
た
書
物
）
は
、
多
く
水
の
た
ま
っ
た
湿

地
か
ら
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
北
京
大
学
の
李
零
教
授
の
『
簡
帛
古

書
与
学
術
源
流
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
湿
地
は
遺
体
や
漆
器
・
木

器
や
壊
れ
や
す
い
も
の
の
保
護
に
適
し
て
お
り
ま
し
て
、
竹
簡
や
帛

書
が
こ
の
よ
う
な
地
の
墓
か
ら
出
土
す
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な

い
、
と
し
て
お
り
ま
す
︶
15
︵

。

な
お
、本
講
演
の
「
風
水
宝
地
」（
風
水
が
大
変
良
い
場
所
）
と
は
、

李
零
氏
が
自
身
の
著
作
で
あ
る
『
簡
帛
古
書
与
学
術
源
流
』
の
中
で
、

湖
北
・
湖
南
を
合
わ
せ
て
「
出
土
が
最
も
多
い
風
水
宝
地
」
と
呼
ん

で
い
る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

内
蒙
古
自
治
区
・
甘
粛
省
で
多
く
発
見
さ
れ
る
理
由
も
ま
た
、
気

候
条
件
が
大
き
く
関
係
し
て
お
り
ま
す
。
当
地
の
乾
燥
し
た
気
候
は

簡
牘
の
保
存
に
と
っ
て
極
め
て
有
利
で
し
た
。
乾
燥
し
て
い
る
わ
け

 

図 1 湖南省地図 
張偉然『湖南歴史文化地理研究（修訂本）』、浙江古籍出版社、2021 年、70 頁。 

図 1　湖南省地図　張偉然『湖南歴史文化地理研究
（修訂本）』、浙江古籍出版社、2021 年、70頁。
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で
も
な
く
湿
地
で
も
な
い
そ
の
他
の
地
で
は
、
多
く
の
簡
牘
は
恐
ら

く
朽
ち
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
地
図
を
御
覧
く
だ
さ
い
。

張
掖
市
、
酒
泉
市
、
も
う
一
つ
西
に
行
く
と
敦
煌
市
が
あ
り
ま
し
て
、

い
わ
ゆ
る
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
で
有
名
な
河
西
回
廊
が
こ
こ
に
当
た
り
ま

す
。
今
、
お
話
し
し
て
い
る
居
延
漢
簡
は
、
酒
泉
と
張
掖
か
ら
北
に

行
っ
た
、
額エ

チ

ナ

キ

済
納
旗
が
漢
代
の
居
延
に
当
た
り
ま
す
。

し
か
し
、
気
候
だ
け
が
簡
牘
の
保
存
に
と
っ
て
重
要
な
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
為
的
な
原
因
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
李
零
氏
が
注
意

す
る
よ
う
に
、
簡
牘
は
少
数
な
が
ら
も
湖
北
・
湖
南
及
び
内
蒙
古
自

治
区
・
甘
粛
省
以
外
か
ら
も
出
土
し
て
お
り
ま
す
︶
16
︵

。
今
回
の
講
演

に
関
連
す
る
漢
代
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
意
外
な
こ
と
に
漢
代
の
首
都

か
ら
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
簡
牘
が
出
土
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
前
漢
・
後

漢
時
代
の
首
都
で
あ
る
長
安
や
洛
陽
で
は
、
当
然
大
規
模
な
文
書
庫

が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
簡
牘
が
見
つ
か
ら
な
い
理
由
と
し
て
は
、

い
ず
れ
も
王
朝
滅
亡
時
に
運
び
出
さ
れ
た
り
、
焼
失
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

例
え
ば
前
漢
王
朝
を
簒
奪
し
た
王
莽
新
朝
（
後
九
年
～
二
三
年
）

の
末
期
、
首
都
の
長
安
で
軍
事
衝
突
が
起
こ
り
、
図
書
が
軒
並
み
焼

失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま
た
、
後
漢
末
期
に
は
、
か
の
有
名
な
董

卓
が
後
漢
最
後
の
皇
帝
で
あ
る
献
帝
を
伴
っ
て
首
都
洛
陽
を
放
棄

し
、
長
安
に
遷
都
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
遷
都
や
董
卓
死
後
の
長
安

の
混
乱
に
よ
り
、多
数
の
文
書
や
書
籍
が
消
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
二
つ
の
事
件
は
史
料
中
で
は
書
籍
の
「
五
厄
」（
五
つ
の
災
厄
）

の
一
つ
に
そ
れ
ぞ
れ
数
え
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。こ
の
記
載
は『
隋

書
』
巻
四
十
九
牛
弘
伝
に
見
え
る
も
の
で
す
︶
17
︵

。

ま
た
、
李
零
氏
は
、
先
秦
時
代
の
簡
牘
に
つ
い
て
、「
墓
で
出
な

け
れ
ば
遺
跡
を
探
す
ほ
か
な
く
、
遺
跡
で
も
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
絶

望
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
ま
す
が
︶
18
︵

、
漢
代
か
ら

三
国
時
代
に
か
け
て
も
状
況
は
さ
ほ
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
改
め
て
長

沙
か
ら
出
土
し
た
漢
代
か
ら
三
国
呉
ま
で
の
簡
牘
を
見
る
と
、
驚
く

べ
き
共
通
点
が
見
出
せ
ま
す
。

今
、
見
え
て
い
る
の
は
長
沙
五
一
広
場
の
地
図
で
す
。
五
一
広
場

を
中
心
に
数
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
走
馬
楼
西
漢
簡
、
長
沙
五
一
広
場

東
漢
簡
、
走
馬
楼
呉
簡
な
ど
合
計
一
〇
万
枚
を
超
え
る
簡
牘
が
出
土

し
て
お
り
、
中
国
全
体
で
出
土
し
た
簡
牘
の
三
分
の
一
強
を
占
め
て

お
り
ま
す
。
今
、
地
図
上
に
赤
い
星
印
が
幾
つ
も
見
え
ま
す
が
、
こ

れ
は
全
部
簡
牘
が
出
土
し
た
地
域
で
す
。
非
常
に
多
数
の
地
点
か
ら

出
土
し
て
お
り
ま
す
。

湖
南
省
は
墓
葬
簡
牘
と
遺
址
出
土
簡
牘
の
二
種
い
ず
れ
も
出
土
し

て
お
り
ま
す
。
湖
南
省
は
出
土
簡
牘
の
「
風
水
宝
地
」
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
ま
さ
に
簡
牘
研
究
の
「
風
水
宝
地
」
と
も
言
え
る
重
要

な
場
所
で
す
。三

、
湖
南
省
長
沙
出
土
簡
牘
の
簡
単
な
紹
介

で
は
第
三
の
内
容
、
湖
南
省
長
沙
出
土
簡
牘
の
簡
単
な
紹
介
を
い
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た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
時
間
の
関
係
上
、
た
っ
た
二
つ

だ
け
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
に
長
沙
走
馬
楼
西
漢
簡
は

二
〇
〇
三
年
一
一
月
に
長
沙
五
一
広
場
の
走
馬
楼
通
り
に
位
置
す
る

第
八
号
井
戸
（
Ｊ
８
）
と
名
付
け
ら
れ
た
古
井
戸
よ
り
出
土
し
た

前
漢
武
帝
時
代
の
簡
牘
で
す
。
竹
簡
・
木
簡
合
わ
せ
て
二
、一
九
一

の
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
簡
牘
が
現
在
整
理
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

二
〇
二
一
年
三
月
に
中
国
の
雑
誌
『
考
古
』（
二
〇
二
一
―
三
）
上

に
発
掘
の
簡
易
報
告
で
あ
る
長
沙
簡
牘
博
物
館
等
「
長
沙
市
走
馬
楼

西
漢
古
井
及
簡
牘
発
掘
簡
報
」
と
湖
南
大
学
岳
麓
書
院
の
陳
松
長
教

授
に
よ
る
紹
介
「
長
沙
相
馬
楼
西
漢
古
井
出
土
簡
牘
概
述
」
の
二
篇

の
論
文
が
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
二
篇
の
論
文
に
よ
り
ま
す
と
、
竹
製
の
簡
が
二
、〇
一
一

枚
と
全
体
の
出
土
簡
の
九
二
％
を
占
め
る
一
方
で
、
木
製
の
簡
は

一
七
三
枚
と
全
体
の
八
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
第
八

号
井
戸
の
堆
積
物
の
状
態
か
ら
分
析
す
る
と
、
出
土
し
た
簡
牘
は
本

来
、
そ
の
他
の
ご
み
と
短
期
間
の
う
ち
に
複
数
回
に
わ
た
っ
て
井
戸

内
に
放
棄
さ
れ
た
廃
棄
物
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
簡
牘
の
中

に
は
燃
え
た
痕
跡
の
あ
る
も
の
も
多
く
存
在
し
、
長
沙
国
内
で
何
ら

か
の
大
き
な
変
化
が
あ
っ
て
、
大
規
模
な
簡
牘
の
廃
棄
が
行
わ
れ
た

の
か
、
そ
れ
と
も
保
存
期
間
が
過
ぎ
た
後
、
通
常
の
規
定
に
沿
っ
て

廃
棄
さ
れ
た
の
か
、
現
時
点
で
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

長
沙
走
馬
楼
西
漢
簡
は
大
部
分
が
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
長
沙
王

国
の
行
政
簡
牘
で
あ
り
、お
お
よ
そ
武
帝
元
朔
三
年
（
前
一
二
六
年
）

か
ら
元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
年
）
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
簡

牘
の
内
容
は
長
沙
国
の
裁
判
文
書
や
徴
税
文
書
や
郵
駅
（
官
文
書
配

達
の
責
任
を
負
い
、
伝
達
用
の
馬
が
配
置
さ
れ
た
施
設
）
に
関
す
る

法
令
集
の
一
部
が
す
で
に
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
特
に
徴
税
文
書

は
長
沙
に
住
む
少
数
民
族
へ
の
徴
税
も
あ
り
、
一
般
的
な
銅
銭
で
の

支
払
い
で
は
な
く
、
船
や
動
物
の
肉
や
内
臓
な
ど
で
換
算
さ
れ
、
漢

代
辺
境
統
治
を
知
る
上
で
大
変
興
味
深
い
史
料
と
な
っ
て
お
り
ま

す
。
今
後
の
本
格
的
な
公
刊
が
待
た
れ
る
史
料
で
す
。

こ
れ
が
長
沙
走
馬
楼
西
漢
簡
の
図
版
で
す
。
長
い
簡
牘
や
短
い
簡

牘
、
多
数
の
興
味
深
い
簡
牘
が
出
現
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の

中
の
ほ
ん
の
一
部
の
写
真
を
そ
の
ま
ま
紹
介
し
た
も
の
に
な
り
ま

す
。二

つ
目
、
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
で
す
。
二
〇
一
八
年
に
出
版
さ

れ
た
『
長
沙
五
一
広
場
東
漢
漢
簡
』
第
一
冊
目
の
「
前
言
」
に
依
拠

し
て
簡
牘
の
出
土
状
況
や
内
容
に
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
一
〇
年
に
長
沙
五
一
広
場
の
中
心
か
ら
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ

た
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
発
見
の
契
機
は
地
下
鉄
工
事
に

伴
う
地
下
ト
ン
ネ
ル
の
作
業
中
に
作
業
員
が
簡
牘
を
発
見
し
た
こ
と

に
よ
る
も
の
で
す
。

そ
の
後
、
考
古
発
掘
隊
が
一
つ
の
穴
蔵
を
発
見
し
、
こ
の
中
よ
り

長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
が
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
穴
蔵
の
中
は
三
層

に
分
か
れ
、
見
つ
か
っ
た
簡
牘
の
総
数
は
六
、八
六
二
枚
で
す
。
簡

牘
が
出
土
し
た
と
き
に
泥
土
や
水
に
覆
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
大
部
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分
の
木
簡
の
保
存
は
良
い
も
の
の
、
竹
簡
の
保
存
状
態
は
や
や
劣
る

と
報
告
に
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
簡
牘
が
出
土
し
た
穴
蔵
は
井
戸
で
は
な
く
、
当

初
、
役
所
建
築
内
の
貯
蔵
庫
で
あ
っ
た
も
の
が
後
に
廃
棄
物
に
よ
っ

て
満
た
さ
れ
た
場
所
に
変
わ
っ
た
と
、現
在
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
年
号
の
附
い
て
い
る

簡
牘
で
最
も
早
期
の
も
の
は
、
後
漢
第
三
代
皇
帝
で
あ
る
章
帝
の
章

和
四
年
の
も
の
で
す
。
章
帝
は
こ
の
章
和
四
年
に
先
立
つ
二
年
前
、

章
和
二
年
（
後
八
八
年
）
の
正
月
に
す
で
に
崩
御
し
て
お
り
ま
し
て
、

実
際
に
は
こ
の
九
〇
年
と
い
う
年
は
第
四
代
皇
帝
で
あ
る
和
帝
の
永

元
二
年
に
相
当
し
ま
し
て
、
章
和
四
年
と
い
う
年
号
は
存
在
し
て
お

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
「
章
和
四
年
」
と
い
う
年
号
が
現
れ
る
の
か
、
現

時
点
で
は
私
に
は
明
確
に
説
明
で
き
ま
せ
ん
。

年
号
が
最
も
降
る
も
の
は
第
五
代
皇
帝
で
あ
る
安
帝
の
永
初
六
年

（
後
一
一
二
年
）
の
も
の
で
す
。

簡
牘
の
内
容
は
大
部
分
が
公
文
書
で
す
。
政
治
・
経
済
・
法
律
・

軍
事
な
ど
多
岐
に
及
ん
で
お
り
、
特
に
多
い
の
が
司
法
と
関
係
す
る

文
書
で
す
。
当
時
の
訴
訟
の
規
定
や
各
機
構
の
職
権
範
囲
な
ど
、
後

漢
法
制
史
を
研
究
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
価
値
を
有
し
て
お
り
ま

す
。
後
に
少
し
だ
け
で
す
が
、
五
一
広
場
東
漢
簡
牘
の
実
物
を
紹
介

い
た
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
、
長
沙
走
馬
楼
西
漢
簡
と
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
は
ほ

ぼ
同
じ
場
所
か
ら
、
三
国
呉
時
代
の
一
〇
万
簡
に
及
ぶ
長
沙
走
馬
楼

呉
簡
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
五
一
広
場
周
辺
か
ら
は
、
簡
牘
の
出
土

数
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
尚
徳
街
東
漢

簡
牘
（
三
〇
〇
枚
超
）
や
東
牌
楼
東
漢
簡
牘
（
約
二
〇
〇
枚
）
な
ど

も
出
土
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
同
じ
湖
南
省
か
ら
は
三
六
、〇
〇
〇
枚
に
も
な
る
秦
代
の

行
政
文
書
で
あ
る
里
耶
秦
簡
な
ど
も
出
土
し
て
お
り
、
す
で
に
述
べ

た
よ
う
に
中
国
全
体
か
ら
出
土
し
た
簡
牘
の
三
分
の
一
強
を
占
め
て

い
ま
す
。

四
、
長
沙
出
土
の
漢
簡
と
公
文
書
研
究

で
は
第
四
の
内
容
、「
長
沙
出
土
の
漢
簡
と
公
文
書
研
究
」
と
い

う
題
で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
沙
出
土
の
漢
簡
を
用
い
た

公
文
書
研
究
と
い
う
こ
と
で
、
長
沙
出
土
の
漢
・
三
国
呉
簡
を
用
い

た
研
究
は
、
出
土
簡
の
多
く
が
行
政
文
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
戸
籍

や
公
文
書
の
書
式
・
用
語
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
の
研
究
が
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
文
書
の
信
用
性
を
保
証
す
る
の
は
署

名
で
あ
る
の
か
印
章
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
特
に
焦
点
を
当

て
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

公
文
書
に
お
け
る
署
名
と
印
章
の
問
題
を
選
ん
だ
最
大
の
理
由

は
、
最
近
日
本
の
行
政
の
文
書
手
続
で
印
鑑
の
廃
止
が
大
き
な
話
題

と
な
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
古
代
中
国
で
も
同
様
の
問
題
が
起
こ
っ
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て
お
り
、
現
代
日
本
の
行
政
手
続
に
お
け
る
印
鑑
廃
止
問
題
を
考
え

る
上
で
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
い

た
し
ま
す
。

で
は
、
漢
代
辺
境
出
土
の
簡
牘
と
署
名
を
考
え
る
上
で
、
ま
ず
見

て
お
き
た
い
の
は
漢
代
西
北
辺
境
の
居
延
漢
簡
で
す
。
本
講
演
の

テ
ー
マ
で
あ
る
湖
南
長
沙
と
は
直
接
は
関
連
し
な
い
で
す
が
、
漢
代

の
公
文
書
の
署
名
の
実
態
を
探
る
た
め
に
必
要
で
す
の
で
、
ご
く
簡

単
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
以
下
の
漢
代
署
名

と
「
諾
」
字
の
紹
介
は
、
台
湾
中
央
研
究
院
の
邢
義
田
先
生
の
研
究

に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
ま

す
︶
19
︵

。漢
代
の
公
文
書
に
お
け
る
署
名
に
つ
い
て
、従
来
の
研
究
で
は「
長

官
の
場
合
、
自
筆
の
署
名
が
必
要
と
さ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
︶
20
︵

。
し

か
し
、
邢
義
田
先
生
は
居
延
漢
簡
を
全
面
的
に
検
討
し
た
後
、
多
く

の
場
合
、
長
官
が
文
書
の
正
本
に
署
名
し
た
の
で
は
な
く
、
配
下
の

役
人
が
署
名
を
代
行
す
る
の
が
常
態
で
あ
っ
た
、
と
結
論
づ
け
ま
し

た
︶
21
︵

。試
み
に
、
甲
渠
候
官
と
呼
ば
れ
る
軍
事
機
構
の
長
官
の
署
名
を
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
署
名
部
分
が
前
後
の
文
字
よ
り
も
後

に
書
か
れ
て
い
る
も
の
を
選
択
い
た
し
ま
し
た
。
前
漢
時
代
末
期
か

ら
王
莽
時
代
に
か
け
て
、「
獲
」
と
い
う
人
物
が
文
書
に
署
名
し
て

い
る
の
で
す
が
、
驚
く
ほ
ど
署
名
の
筆
跡
が
異
な
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。

こ
れ
は
一
九
三
〇
年
代
に
出
土
し
た
簡
牘
で
、「
獲
」
と
い
う
字

が
は
っ
き
り
見
え
ま
す
。後
で「
獲
」字
を
比
較
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
出
土
し
た
も
の
で
、
同
じ
場
所
か
ら
出

土
し
て
お
り
ま
し
て
、
簡
牘
の
年
代
も
恐
ら
く
三
～
四
年
の
誤
差

ぐ
ら
い
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
︶
22
︵

。
そ
の
た
め
に
こ
の
「
獲
」

は
先
ほ
ど
の
「
獲
」
と
同
一
人
物
で
す
。
こ
の
「
獲
」
の
書
式
を
よ

く
注
意
し
て
御
覧
く
だ
さ
い
。
で
は
次
に
こ
の
二
つ
を
比
較
し
て
み

ま
し
ょ
う
。
よ
く
見
た
ら
分
か
る
よ
う
に
、
左
の
つ
く
り
も
下
に
払

う
長
さ
も
違
い
ま
す
し
、
よ
り
大
き
く
違
う
の
は
右
側
の
つ
く
り
で

す
。
左
側
は
完
全
に
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
右
側
の
「
獲
」
の
ほ
う

 
図 2 居延における署名「獲」字①（居延旧簡 76･15） 
簡牘整理小組編『居延漢簡』（一）、中央研究院歴史語言研究所、2014 年、232 頁。 
 

図 2　居延における署名「獲」字①（居延旧簡
76･15）簡牘整理小組編『居延漢簡』（一）、
中央研究院歴史語言研究所、2014 年、232 頁。
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が
よ
り
我
々
が
見
る
「
獲
」
に
近
い
と
言
え
ま
す
。
も
し
、
長
官
の

署
名
が
全
て
自
分
で
書
い
た
自
署
の
場
合
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
筆
跡

の
違
い
が
出
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
。
や
は
り
邢
義
田
先

生
が
言
う
よ
う
に
、
長
官
以
外
の
官
吏
も
文
書
に
署
名
で
き
た
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
事
例
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
本
講
演
の
テ
ー
マ
と
も
関
係
す
る
五
一
広
場
出
土
簡
と
「
君

教
諾
」
の
簡
牘
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
上
に
挙
げ
た
長
官
の
署
名

入
り
文
書
は
、
い
ず
れ
も
長
官
か
ら
発
信
さ
れ
た
も
の
で
す
。
日
常

の
行
政
の
場
に
お
い
て
は
、
長
官
は
自
身
で
命
令
文
書
を
発
布
す
る

よ
り
も
、
部
下
か
ら
の
提
案
・
申
請
に
つ
い
て
認
可
を
下
ろ
す
こ
と

の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
は
ず
で
す
︶
23
︵

。「
君
教
諾
」
の
「
君
」

字
は
後
に
検
討
い
た
し
ま
す
。「
君
教
諾
」
の
二
文
字
目
「
教
」
と

は
「
地
方
長
官
の
命
令
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、「
諾
」
は
「
許
可
」

を
意
味
し
ま
す
。

こ
の
「
諾
」
の
字
が
認
可
を
表
し
、
地
方
長
官
（
と
き
に
地
方
長

官
配
下
の
高
級
官
僚
）
に
よ
る
同
意
の
意
味
を
示
す
署
名
で
あ
る
と

い
う
研
究
が
あ
る
一
方
︶
24
︵

、「
諾
」
字
は
署
名
と
は
異
な
る
と
い
う
研

究
も
存
在
し
ま
す
︶
25
︵

。
長
官
が
文
書
の
上
に
「
諾
」
字
を
記
す
こ
と
は
、

文
献
史
料
上
で
は
「
画
諾
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
れ
が
「
画
諾
」
と
関
係
す
る
史
料
で
、『
後
漢
書
』
列
伝
第

五
十
七
党
錮
伝
で
す
。

　
　

後
に
汝
南
郡
の
長
官
で
あ
る
宗
資
は
功
曹（
人
事
を
掌
る
部
局
）

 

図 3 居延における署名「獲」字②（EPF22：460A 部分） 
張徳芳『居延新簡集釈』（七）、甘粛文化出版社、2016 年、85 頁。 
 

図 3　居延における署名「獲」字②
（EPF22EPF22：460A部分）

張徳芳『居延新簡集釈』（七）、甘粛文化出版
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図 4　「獲」字比較表（筆者作成）
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図 4 「獲」字比較表（筆者作成） 
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の
范
滂
に
（
政
務
を
）
任
せ
、
南
陽
郡
の
長
官
で
あ
る
成
瑨
も

ま
た
功
曹
の
岑
晊
に
（
政
務
を
）
委
ね
た
。
こ
の
二
郡
は
さ
ら

に
謡
を
つ
く
っ
て
、「
汝
南
郡
の
長
官
は
（
功
曹
で
あ
る
）
范

孟
博
、南
陽
（
主
審
の
長
官
）
の
宗
資
は
「
諾
」
を
記
す
だ
け
、

南
陽
郡
の
長
官
は
（
功
曹
で
あ
る
）
岑
公
孝
、
弘
農
（
出
身
の

長
官
）
の
成
瑨
は
無
為
に
嘯
く
だ
け
で
あ
る
」
と
う
た
っ
た
︶
26
︵

。

と
あ
り
ま
す
。
線
を
引
い
て
あ
る
と
こ
ろ
は
史
料
で
「
画
諾
」
と
記

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

一
方
で
、
後
漢
最
末
期
の
呉
、
こ
れ
は
後
に
三
国
時
代
の
呉
と
な

り
ま
す
が
、
こ
ち
ら
の
領
域
で
は
県
の
長
官
で
あ
る
黄
蓋
が
二
人
の

側
近
に
「
画
諾
」
を
委
任
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
︶
27
︵

。

こ
こ
で
数
種
類
の
「
君
教
諾
」
と
記
さ
れ
た
五
一
広
場
簡
を
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
「
諾
」
字
が
前
後
の
文
字
よ
り
も
後
に
書

か
れ
て
い
る
も
の
を
選
択
い
た
し
ま
す
。

こ
ち
ら
の
「
諾
」、
言
べ
ん
が
あ
り
ま
し
て
、
右
側
の
「
若
」
と

い
う
字
が
大
変
特
徴
的
な
簡
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
ち
ら
も
「
君
教
諾
」、
言
べ
ん
に
「
若
」
の
草
か
ん
む
り
が
大

変
特
徴
的
な
書
き
方
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
次
の
「
諾
」
も
後
に
書
か
れ
た
こ
と
が
明
白
で
す
が
、
こ

の
「
諾
」
は
言
べ
ん
が
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
今
の
我
々
の
観
点
で
い

え
ば
、
こ
の
字
は
「
諾
」
で
は
な
く
「
若
」
と
い
う
字
で
す
。
こ
れ

も
承
諾
を
記
す
「
諾
」
と
全
く
同
じ
意
味
で
す
。

こ
ち
ら
も
言
べ
ん
が
な
い
「
若
」
字
で
す
が
、
も
は
や
サ
イ
ン
に

近
い
よ
う
な
文
字
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
中
国
の
学
者
の
陳
松
長
・

周
海
鋒
両
氏
の
研
究
に
よ
り
ま
す
と
、
い
ず
れ
も
筆
跡
が
異
な
り
、

個
人
の
筆
跡
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
、
と
し
て
い
ま
す
︶
28
︵

。
恐
ら
く

「
諾
」
字
が
記
さ
れ
た
簡
を
見
た
役
人
た
ち
は
、
誰
が
書
い
た
の
か

理
解
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
し
て
、陳
・
周
両
氏
は「
君

教
諾
」
の
「
君
」
と
は
長
官
だ
け
で
は
な
く
、
長
官
の
次
官
も
併
せ

 
 
図 5 五一広場簡の「君教諾」①（2010CWJ1①:116-4＋90 部分） 
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、中西書局、2018 年、111 頁。 
 

図 5　五一広場簡の「君教諾」①（2010CWJ1 ① :116490 部分）
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、

中西書局、2018 年、111 頁。
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て
指
す
、
と
指
摘
し
て
お
り
ま
す
︶
29
︵

。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、上
で
も
触
れ
た
よ
う
に
「
諾
」

の
字
は
長
官
が
書
く
場
合
も
あ
れ
ば
次
官
が
書
く
場
合
も
あ
っ
た
こ

と
で
す
。
こ
の
「
次
官
」
を
正
確
に
言
う
と
長
吏
―
―
朝
廷
が
任
命

す
る
官
吏
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
は
分
か
り
や
す
さ
を
追
求
し
て

次
官
と
訳
し
て
お
き
ま
し
た
。
次
官
が
書
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。
た

と
え
筆
跡
で
区
別
で
き
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
も
、「
諾
」
字
は

個
人
の
責
任
を
明
示
す
る
署
名
で
は
な
く
、
た
だ
の
「
認
可
」
を
意

味
し
て
お
り
ま
す
。

中
国
古
代
に
お
け
る
筆
跡
重
視
の
開
始
と
い
う
点
に
も
少
し
触
れ

て
お
き
ま
す
。
署
名
の
効
力
と
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
筆
跡
の
問
題
に

行
き
着
き
ま
す
。
上
で
述
べ
た
よ
う
に
居
延
漢
簡
、
五
一
広
場
東
漢

簡
の
際
に
は
、
署
名
や
画
諾
は
必
ず
し
も
地
方
長
官
の
自
筆
が
要
求

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
配
下
が
長
官
の
代
わ
り
に
記
し
て
も

問
題
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

現
在
の
研
究
で
は
、
筆
跡
が
重
視
さ
れ
る
の
は
後
漢
時
代
末
期
の

図6　五一広場簡の「君教諾」②（2010CWJ1① :101部分）
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、

中西書局、2018 年、114 頁。

図7　五一広場簡の「君教諾」③（2010CWJ1③ :128部分）
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、

中西書局、2018年、150頁。

 
図 6 五一広場簡の「君教諾」②（2010CWJ1①:101 部分） 
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、中西書局、2018 年、114 頁。 

 
図 7 五一広場簡の「君教諾」③（2010CWJ1③:128 部分） 
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、中西書局、2018 年、150 頁。 



東洋文化研究 24 号　　190

こ
と
で
あ
り
︶
30
︵

、
魏
晋
時
代
に
は
書
き
手
の
文
字
を
真
似
て
文
書
を

偽
造
し
た
り
︶
31
︵

、
逆
に
時
の
皇
帝
の
筆
跡
と
似
て
い
た
官
吏
が
自
身

の
書
信
を
悪
用
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
他
者
に
手
紙
を
送
る
こ
と
を

や
め
る
な
ど
、
後
漢
時
代
末
期
か
ら
筆
跡
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ

て
い
き
ま
す
。
一
つ
史
料
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。

　
　

当
時
に
お
い
て
、
天
下
は
騒
ぎ
乱
れ
、
反
乱
者
を
討
伐
し
た
。

劉
超
は
自
分
自
身
が
近
臣
で
あ
り
、
筆
跡
が
（
東
晋
の
元
）
帝

の
手
筆
と
似
て
い
る
た
め
、
よ
う
や
く
他
者
と
文
書
を
や
り
と

り
す
る
こ
と
を
や
め
た
。

と
い
う
記
載
が
『
晋
書
』
巻
七
十
劉
超
伝
に
あ
り
ま
す
︶
32
︵

。

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
署
名
や
画
諾
が
必
ず
し
も
長
官
の
自

筆
で
は
な
く
て
も
よ
か
っ
た
以
上
、
署
名
・
画
諾
が
必
ず
し
も
文
書

の
正
当
性
や
権
威
を
保
証
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ

で
我
々
は
中
国
古
代
の
印
章
制
度
に
目
を
向
け
て
み
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

印
章
と
は
、
今
で
い
う
印
鑑
の
こ
と
で
す
。
日
本
の
印
に
つ
い
て

も
少
し
触
れ
て
お
き
ま
す
と
、「
実
印
」（
役
所
で
印
鑑
登
録
を
行
っ

た
印
）、「
銀
行
印
」（
銀
行
な
ど
金
融
機
関
に
陰
影
の
届
出
を
し
て

い
る
印
）
や
「
認
印
」（
実
印
・
銀
行
印
以
外
の
登
録
を
し
て
い
な

い
普
段
使
い
の
印
）
な
ど
、
数
種
類
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

我
々
が
現
在
見
て
い
る
中
国
古
代
で
は
、
行
政
に
お
い
て
印
と
言

え
ば
基
本
的
に
「
官
印
」（
官
職
印
）
を
指
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
特

に
中
央
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
高
級
官
僚
に
話
を
限
定
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
高
級
官
僚
に
配
布
さ
れ
る
官
印
は
、
大
き
さ
と
し
て
は
一

辺
二
・
三
㎝
（
漢
代
の
一
寸
に
相
当
）
前
後
で
あ
り
、
そ
の
官
職
に

就
任
し
た
際
に
配
布
さ
れ
、
官
印
に
紐
を
通
し
―
―
紐
は
通
説
に

沿
っ
て
字
書
的
に
「
紐
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
画
像
を
見
れ

ば
完
全
に
「
帯
」
で
す
ね
。「
紐
」
と
書
き
ま
し
た
が
こ
れ
は
皆
さ

ん
の
頭
の
中
で
は
完
全
に
帯
状
の
も
の
を
想
像
し
て
く
だ
さ
い
。
そ

 
図 8 五一広場簡の「君教諾」④（2010CWJ1③:147 部分） 
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、中西書局、2018 年、156 頁。 
 

図8　五一広場簡の「君教諾」④（2010CWJ1③ :147部分）
長沙市文物考古研究所等編『長沙五一広場東漢簡牘』（一）、

中西書局、2018年、156頁。
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の
紐
を
腰
の
ベ
ル
ト
に
結
び
つ
け
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
任
を
解

か
れ
る
際
に
は
中
央
政
府
に
自
身
の
官
印
を
返
却
い
た
し
ま
し
た
︶
33
︵

。

つ
ま
り
、
在
職
期
間
中
、
官
印
を
腰
か
ら
ぶ
ら
下
げ
て
い
た
か
、

腰
の
帯
に
つ
け
た
専
用
の
袋
（
鞶
嚢
）
に
入
れ
た
か
、
も
し
く
は
紐

に
結
び
つ
け
た
後
に
印
を
懐
に
入
れ
た
か
、
諸
研
究
で
さ
ま
ざ
ま
な

見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︶
34
︵

、
い
ず
れ
に
し
て
も
役
人
は
官
印

を
肌
身
離
さ
ず
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
印
と
印

に
結
び
つ
け
る
紐
（
綬
）
は
、
漢
代
の
史
料
中
で
は
「
印
綬
」
と
総

称
さ
れ
ま
す
。
こ
の
「
印
綬
」
の
「
綬
」
は
、
実
際
に
は
帯
と
想
像

す
る
ほ
う
が
適
切
な
ぐ
ら
い
の
長
さ
と
幅
を
持
ち
ま
す
︶
35
︵

。

後
漢
時
代
以
降
、
印
に
彫
ら
れ
る
字
体
も
完
全
に
中
央
政
府
に

よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
後
漢
時
代
創
設
期
に
お
い
て
、

印
章
の
字
体
を
統
一
す
る
際
に
、
印
章
の
役
割
に
つ
い
て
臣
下
に

よ
り
、「
割
り
符
と
印
は
信
用
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
統
一
す
る
の

が
よ
ろ
し
い
で
す
」
と
提
言
さ
れ
た
こ
と
が
、『
後
漢
書
』
列
伝
第

十
四
馬
援
伝
注
、
正
確
に
言
う
と
注
に
引
か
れ
た
『
東
観
漢
記
』
と

図9　漢代綬図①
林巳奈夫『漢代の文物』、
京都大学人文科学研究所、
1976年、挿図37頁。

図10　漢代綬図②
孫機『漢代物質文化資料図説』
（増訂本、上海古籍出版社、

2011年、287頁。

図11　漢代鞶嚢図
孫機『漢代物質文化資料図説』
（増訂本）､ 上海古籍出版社、

2011年、287頁。

 

図 9 漢代綬図① 
林巳奈夫『漢代の文物』、京都大学人文科学研究所、1976 年、挿図 37 頁。 

 

図 10 漢代綬図② 
孫機『漢代物質文化資料図説』（増訂本）、上海古籍出版社、2011 年、287 頁。 

 
図 11 漢代鞶嚢図 
孫機『漢代物質文化資料図説』（増訂本）､上海古籍出版社、2011 年、287 頁。 
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い
う
同
時
代
史
料
で
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
︶
36
︵

。

こ
の
よ
う
に
官
印
は
個
人
が
常
に
携
帯
し
、
印
の
文
字
も
中
央
に

よ
り
統
制
さ
れ
て
い
た
た
め
、
偽
造
が
難
し
く
、
印
章
と
は
文
書
の

信
用
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
後
漢
時
代
以
前

の
前
漢
時
代
で
も
、
印
章
偽
造
に
対
す
る
処
罰
が
出
土
史
料
中
に
見

え
︶
37
︵

、
偽
造
は
困
難
で
、
時
に
は
生
命
の
危
機
さ
え
も
伴
う
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
高
級
官
吏
の
持
つ
印
章
と
は
同
時
期
に
た
っ
た
一
つ
、

し
か
も
そ
の
官
吏
が
肌
身
離
さ
ず
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
状
況
こ
そ
官
印
が
「
信
用
と
す
る
」
根
拠
と
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
言
う
「
信
用
と
す
る
」
と
は
、
文
書
の
信
用
性
を
保
証
す
る

と
い
う
意
味
で
す
。

で
は
、
文
書
に
ど
の
よ
う
に
印
章
を
使
う
の
で
し
ょ
う
か
。「
紙

に
押
す
だ
け
で
あ
ろ
う
」
と
考
え
た
方
、
再
度
考
え
直
し
て
く
だ
さ

い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
文
書
は
大
多
数
が
簡
牘
に
記
さ
れ
て
い
た

た
め
で
す
。
し
か
も
、
我
々
が
現
在
、
印
鑑
と
一
緒
に
使
用
し
て
い

る
朱
肉
も
漢
代
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
は
未
だ
普
及
し
て
お
り
ま

せ
ん︶38
︵

。
印
章
は
紙
に
押
す
わ
け
で
も
な
く
、
朱
肉
を
用
い
る
わ
け
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
簡
牘
に
そ
の
ま
ま
押
せ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
こ
の
時
代
の
印
章
は
基
本
的
に
全
て
粘
土
の
上
に
押
さ
れ
ま
す
。

具
体
的
に
言
え
ば
、
簡
牘
に
書
か
れ
た
文
書
は
、
複
数
枚
の
簡
牘

が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
折
り
た
た
ま
れ
て
巻
物
の
よ
う
に
巻
か

れ
た
後
、
そ
の
巻
物
に
直
接
、
新
た
に
宛
先
が
書
か
れ
た
封
泥
匣
と

 
 
図 12 漢代封印の実例 
湖南省文物考古研究所編『沅陵虎渓山一号漢墓』（下）、文物出版社、2020 年、69 頁。 

図12　漢代封印の実例
湖南省文物考古研究所編

『沅陵虎渓山一号漢墓』（下）、文物出版社、2020年、69頁。
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呼
ば
れ
る
く
ぼ
み
の
付
い
た
検
と
呼
ば
れ
る
簡
牘
が
結
び
つ
け
ら

れ
、
そ
の
く
ぼ
み
に
粘
土
を
詰
め
込
み
、
そ
こ
に
印
章
が
押
さ
れ
ま

す
。も

し
く
は
、
巻
物
の
よ
う
に
巻
か
れ
た
後
、
袋
に
入
れ
ら
れ
、
検

が
付
け
ら
れ
印
章
が
押
さ
れ
ま
す
。
こ
の
印
は
文
書
の
内
容
を
外
部

に
見
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
処
置
で
、
こ
の
よ
う
な
印
は
一
般

に
「
封
印
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
︶
39
︵

。

た
だ
し
、
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
印
は
簡
牘
が
用
い
ら
れ

た
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
簡
牘
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
簡
牘
の
機
能
が

紙
に
移
行
さ
れ
た
後
も
存
続
し
続
け
た
こ
と
で
す
。
印
は
封
印
の
み

が
主
要
な
目
的
で
は
な
く
、
冨
谷
至
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
あ
く

ま
で
も
文
書
の
正
当
性
の
保
証
や
権
威
の
象
徴
こ
そ
が
最
も
重
要
な

機
能
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
︶
40
︵

。

で
は
魏
晋
南
北
朝
以
後
の
印
章
と
署
名
の
逆
転
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
漢
代
か
ら
三
国
時
代
に
か
け
て
、
署
名
で
は
な
く
印
章
こ
そ
が

文
書
の
信
用
性
を
担
保
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
だ
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
印
章
が
紙
に
押
さ
れ
、
印
の
大
き
さ
そ
の
も
の
が

拡
大
す
る
と
、
一
辺
が
漢
代
の
倍
以
上
の
大
き
さ
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
︶
41
︵

。
漢
代
に
お
い
て
印
は
本
来
、
封
泥
匣
に
詰
め
ら
れ
た
粘

土
に
押
し
て
い
た
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
封
泥
匣
の
大
き
さ
よ

り
も
小
さ
く
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

南
北
朝
以
降
、
紙
に
印
が
押
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
封
泥

匣
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
た
印
の
大
き
さ
を
拡
大
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
︶
42
︵

。
印
が
拡
大
し
た
こ
と
に
伴
い
、
常
に
身
に
帯

び
る
に
は
不
便
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
︶
43
︵

、
文
書
の
信
用
性
を
担
保
す

る
上
で
印
章
の
重
要
性
が
相
対
的
に
低
下
し
、
署
名
の
重
要
性
が
増

し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︶
44
︵

。

南
北
朝
時
代
以
降
、
署
名
や
認
可
の
書
体
に
つ
い
て
は
「
筆
遣
い

が
軽
や
か
で
あ
っ
て
、鳥
が
飛
ぼ
う
と
す
る
様
子
に
似
て
い
る
」（「
陳

書
」
巻
二
十
一
蕭
允
伝
）︶

45
︵

と
い
う
評
価
や
鳳
凰
の
尾
を
象
っ
た
よ
う

な
「
鳳
尾
諾
」（「
南
史
」
巻
四
十
三
江
夏
王
鋒
伝
）
な
ど
の
筆
跡
に

注
目
し
た
記
述
が
多
数
見
え
て
き
ま
す
。

お
わ
り
に
：
中
国
古
代
印
章
制
度
か
ら
見

た
日
本
の
印
鑑
廃
止
の
風
潮
に
対
す
る
展

望

最
後
に
「
現
代
日
本
と
印
章
」
結
び
に
か
え
て
。
印
章
が
文
書
の

信
用
性
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
と
い
う
の
は
、
現
代
日
本
に
お
い

て
も
参
考
に
で
き
る
点
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
国

は
漢
か
ら
南
北
朝
を
経
て
隋
唐
時
代
に
か
け
て
印
章
が
大
き
く
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
身
に
帯
び
る
の
は
適
さ
な
く
な
り
、
封
印
か
ら
紙
に

押
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
文
書
の
信
用
性
を
担
保
す
る
上
で

印
章
の
重
要
性
が
低
下
し
、
署
名
の
重
要
性
が
増
し
て
き
た
こ
と
を

す
で
に
お
話
し
し
ま
し
た
。

古
代
中
国
の
印
章
と
現
代
日
本
の
印
鑑
を
短
絡
的
に
結
び
つ
け
て
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比
較
す
る
の
は
厳
に
慎
む
べ
き
と
い
う
批
判
を
、
あ
る
い
は
頂
戴
す

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
も
古
代
中
国
の
事
例
か
ら
現

代
日
本
の
状
況
に
対
し
て
教
訓
を
得
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
上
記
の
中
国
古
代
に
お
け
る
推
移
を
参
考
に
し
て

日
本
の
印
章
と
文
書
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
本
講
演
及
び
日
常
生
活
と
関
係
す
る
役
所
と
の
関
連

に
特
に
焦
点
を
当
て
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
現
実
で
の
文
書
の

処
理
手
続
を
考
慮
し
て
い
な
い
、
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
考
え
方
で

す
が
、
役
所
に
登
録
さ
れ
て
い
る
「
実
印
」
は
最
も
信
用
性
が
高
い

た
め
、
高
額
な
取
引
な
ど
の
文
書
手
続
で
今
後
も
使
用
さ
れ
続
け
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
方
で
、「
認
印
」
は
ど
こ
に
も
登
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
印
影
の

確
認
が
取
れ
な
い
た
め
、
印
章
で
最
も
重
要
な
文
書
の
信
用
性
を
保

証
す
る
と
い
う
機
能
は
期
待
し
得
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
、
印
章
に
本
来
期
待
さ
れ
て
い
た
当
人
以
外
持
ち
得
な
い
と
い
う

性
質
か
ら
考
え
る
と
、
認
印
で
の
押
印
は
廃
止
し
て
も
、
恐
ら
く
さ

ほ
ど
大
き
な
問
題
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
印
章
の
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
先
ほ

ど
も
述
べ
た
よ
う
に
外
部
へ
の
権
威
の
呈
示
と
い
う
観
点
も
存
在
し

て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
外
部
へ
文
書
を
発
送
す
る
際
に
は
、
役
所

や
企
業
や
法
人
機
関
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
の
役
所
な
り
会
社
な
り
の

代
表
印
が
押
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
信
用
の
担
保
、

証
明
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、
外
部
に
視
覚
的
に
権
威
を
示
す

と
い
う
点
も
存
在
す
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

印
は
外
部
と
の
や
り
取
り
で
重
要
に
な
る
と
い
う
点
も
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
今
ま
で
の
話
は
い
ず
れ
も

紙
媒
体
で
の
文
書
の
手
続
の
話
で
あ
り
、
今
後
、
一
層
電
子
で
の
文

書
の
や
り
取
り
が
進
め
ば
、
こ
の
議
論
の
前
提
も
崩
れ
て
し
ま
う
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
の
文
書
作
成
に
つ
い
て
、
紙

媒
体
が
残
り
続
け
る
の
か
、
電
子
に
一
斉
に
切
り
替
わ
る
の
か
は
、

中
国
古
代
史
を
教
え
る
一
介
の
研
究
者
で
あ
る
私
に
答
え
ら
れ
る
は

ず
も
な
く
、
今
後
と
も
事
態
の
推
移
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

御
清
聴
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
発
表
を
終

え
ま
す
。

注（
1
）�『
説
文
解
字
』
七
編
上
「
片
、
判
木
也
。
従
半
木
。」

（
2
）�

原
文
「
夫
竹
生
於
山
、
木
長
於
林
、
未
知
所
入
。
截
竹
為
筒
、

破
以
為
牒
、
加
筆
墨
之
跡
、
乃
成
文
字
、
大
者
為
経
、
小
者

為
伝
記
。
断
木
為
槧
、
㭊
之
為
板
、
力
加
刮
削
、
乃
成
奏
牘
。」

（
3
）�

邢
義
田
「
漢
代
簡
牘
的
体
積
、
重
量
和
使
用
：
以
中
研
院
史

語
所
蔵
居
延
漢
簡
為
例
」、
同
『
地
不
愛
宝
：
漢
代
的
簡
牘
』

所
収
、
中
華
書
局
、
二
〇
一
一
年
、
一
〇
～
一
一
頁
参
照
。

（
4
）�

原
文
「
自
古
書
契
多
編
以
竹
簡
、
其
用
縑
帛
者
謂
之
為
紙
。

縑
貴
而
簡
重
，
並
不
便
於
人
。
倫
乃
造
意
、
用
樹
膚
、
麻
頭
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及
敝
布
、
魚
網
以
為
紙
。
元
興
元
年
奏
上
之
、
帝
善
其
能
、

自
是
莫
不
従
用
焉
。
故
天
下
咸
称
「
蔡
侯
紙
」。」

（
5
）�
た
と
え
ば
、
潘
吉
星
氏
は
、「
実
際
製
紙
術
を
発
明
し
た
の

は
、
前
漢
の
働
く
人
た
ち
で
あ
る
」
と
す
る
。
潘
吉
星
著
・

佐
藤
武
敏
訳
『
中
国
製
紙
技
術
史
』、
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
、

五
六
頁
参
照
。

（
6
）�

冨
谷
至
『
木
簡
・
竹
簡
の
語
る
中
国
古
代
：
書
記
の
文
化
史
』、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
一
～
一
六
頁
参
照
。
な
お
、

籾
山
明
氏
は
、
蔡
倫
の
役
割
に
つ
い
て
、
技
術
面
で
は
「
完

成
者
」、
社
会
面
で
は
、「
推
広
者
（
広
く
行
き
渡
ら
せ
た
者
）」

と
見
な
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
。
籾
山
明
「
簡
牘
・
縑

帛
・
紙
：
中
国
古
代
に
お
け
る
書
写
材
料
の
変
遷
」、
同
『
秦

漢
出
土
文
字
史
料
の
研
究
』
所
収
、
創
文
社
、
二
〇
一
五
年
、

一
一
〇
頁
参
照
。

（
7
）�

王
国
維
原
著
、
胡
平
生
・
馬
月
華
校
注
『
簡
牘
検
署
考
校
注
』、

上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
、
七
五
頁
参
照
。
な
お
、『
簡

牘
検
署
考
』
の
初
出
は
、
一
九
一
二
年
で
あ
り
、
京
都
文
学

会
の
雑
誌
『
芸
文
』
三
、四
、五
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
当

該
箇
所
は
、第
六
号
の
四
八
～
四
九
頁
に
確
認
で
き
る
。な
お
、

日
本
語
版
は
、「
南
北
朝
」
が
「
東
晋
」
に
な
っ
て
い
る
。

（
8
）�

籾
山
前
掲
「
簡
牘
・
縑
帛
・
紙
」、
一
一
〇
～
一
一
四
頁
。

（
9
）�

購
入
・
寄
贈
簡
と
い
う
分
類
は
、
籾
山
明
「
出
土
文
字
史
料

研
究
の
立
場
と
方
法
」、
同
前
掲
『
秦
漢
出
土
文
字
史
料
の
研

究
』
所
収
、
三
～
八
頁
を
参
照
し
た
。

（
10
）�

墓
葬
簡
牘
と
遺
址
出
簡
牘
と
い
う
分
類
に
つ
い
て
は
、
李
零

『
簡
帛
古
書
与
学
術
源
流
』、
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聨
書
店
、

二
〇
〇
四
年
、
第
三
講
「
簡
帛
的
埋
蔵
与
発
現
」、
七
二
～

七
五
頁
を
参
照
し
た
。

（
11
）�

冨
谷
至
氏
は
、
墓
葬
さ
れ
た
簡
牘
に
つ
い
て
、
墓
主
の
生
前

の
生
活
、
役
職
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
墓
主
の
地
下
で
の
眠

り
を
妨
げ
る
悪
霊
、邪
気
を
追
い
払
う
「
魔
除
け
」
と
み
な
す
。

冨
谷
至「
解
説
」、内
田
智
雄
編『
訳
注
中
国
歴
代
刑
法
志（
補
）』

所
収
、創
文
社
、二
〇
〇
五
年
、二
七
五
～
二
七
八
頁
及
び
「
諸

言
：
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
律
に
よ
せ
て
」、
同
編

『
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
墓
出
土
漢
律
令
の
研
究
（
訳
注
篇
）』

所
収
、
朋
友
書
店
、
二
〇
〇
六
年
、
一
五
～
一
七
頁
参
照
。

（
12
）�

汪
桂
海
『
漢
代
官
文
書
制
度
』、
広
西
教
育
出
版
社
、

一
九
九
九
年
、
二
三
〇
～
二
三
一
頁
参
照
。

（
13
）�

所
謂
、
元
康
五
年
詔
書
冊
の
こ
と
で
あ
る
。

（
14
）�

森
鹿
三
「
長
沙
出
土
の
竹
簡
」、
同
『
東
洋
学
研
究
（
居
延
漢

簡
篇
）』、
同
朋
舎
、
一
九
七
五
年
、
三
〇
頁
参
照
。

（
15
）�

李
前
掲
『
簡
帛
古
書
与
学
術
源
流
』、
七
四
頁
。

（
16
）�
李
前
掲
『
簡
帛
古
書
与
学
術
源
流
』、
七
五
頁
。
な
お
、
以
下
、

本
文
で
触
れ
る
文
書
の
消
失
に
つ
い
て
も
、
先
秦
時
代
の
状

況
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
同
頁
で
李
零
氏
が
少
し
触
れ
て

い
る
。
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（
17
）�

王
莽
の
時
の
図
書
消
失
に
つ
い
て
、
同
伝
に
「
及
王
莽
之
末
、

長
安
兵
起
、
宮
室
図
書
、
並
従
焚
燼
、
此
則
書
之
二
厄
也
」

と
あ
り
、
後
漢
末
の
図
書
消
失
に
つ
い
て
、
同
伝
に
「
及
孝

献
移
都
、
吏
民
擾
乱
、
図
書
縑
帛
、
皆
取
為
帷
囊
。
所
收
而
西
、

裁
七
十
余
乗
、属
西
京
大
乱
、一
時
燔
蕩
。
此
則
書
之
三
厄
也
」

と
あ
る
。

（
18
）�

李
前
掲
『
簡
帛
古
書
与
学
術
源
流
』、
七
五
頁
。

（
19
）�

主
に
「
漢
代
簡
牘
公
文
書
的
正
本
、
副
本
、
草
稿
和
簽
署
問

題
」
及
び
「
漢
晋
公
文
書
上
的
“
君
教
‘
諾
’”、
署
名
和
画

諾
」、
そ
れ
ぞ
れ
同
『
今
塵
集
：
秦
漢
時
代
的
簡
牘
、
画
像
与

文
化
流
播
』（
上
）（
下
）
所
収
、
中
西
書
局
、
二
〇
一
九
年
。

（
20
）�

大
庭
脩
「
文
書
簡
の
署
名
と
副
署
試
論
」、
同
『
漢
簡
研
究
』

所
収
、
同
朋
舎
、
一
九
九
二
年
、
二
四
七
～
二
五
二
頁
及
び

冨
谷
至
「
文
書
行
政
の
書
式
・
常
套
句
」、
同
『
文
書
行
政

の
漢
帝
国
：
木
簡
・
竹
簡
の
時
代
』、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
〇
年
、
二
一
四
頁
参
照
。

（
21
）�

邢
前
掲
「
漢
代
簡
牘
公
文
書
的
正
本
、
副
本
、
草
稿
和
簽
署

問
題
」、
二
一
四
頁
参
照
。

（
22
）�

邢
前
掲
「
漢
代
簡
牘
公
文
書
的
正
本
、
副
本
、
草
稿
和
簽
署

問
題
」、
二
〇
七
頁
参
照
。

（
23
）�

大
庭
脩
氏
は
、
皇
帝
の
制
詔
に
つ
い
て
、
皇
帝
が
自
ら
の
意

志
で
命
令
を
下
す
場
合
よ
り
も
、
官
僚
が
委
任
さ
れ
て
い
る

権
限
内
で
、
自
ら
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
発
意
し
て
献

策
し
、
皇
帝
が
そ
れ
を
認
可
し
て
、
皇
帝
の
命
令
と
し
て
発

布
さ
れ
る
場
合
の
方
が
多
か
っ
た
と
す
る
。
特
に
、
後
者
の

場
合
に
つ
い
て
は
、「
日
常
の
政
務
処
理
の
上
か
ら
は
こ
の
形

式
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
地
方

官
府
に
お
い
て
も
、
長
官
自
発
の
命
令
よ
り
も
、
属
吏
か
ら

の
献
策
に
認
可
す
る
こ
と
の
方
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
と
解

釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
庭
脩
「
漢
代
制
詔
の
形
態
」、
同

『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
所
収
、
創
文
社
、
一
九
八
二
年
、

二
〇
八
～
二
〇
九
頁
参
照
。

（
24
）�

陳
松
長
・
周
海
鋒
「「
君
教
諾
」
考
論
」、
長
沙
市
文
物
考
古

研
究
所
等
編
『
長
沙
五
一
広
場
東
漢
簡
牘
選
釈
』
所
収
、
中

西
書
局
、
二
〇
一
五
年
、
三
二
九
頁
参
照
。

（
25
）�

邢
前
掲
「
漢
晋
公
文
書
上
的
“
君
教
‘
諾
’”、署
名
和
画
諾
」、

三
一
七
頁
参
照
。

（
26
）�（
原
文
）「
後
汝
南
太
守
宗
資
任
功
曹
范
滂
、
南
陽
太
守
成

亦
委
功
曹
岑
晊
、
二
郡
又
為
謠
曰
、
汝
南
太
守
范
孟
博
，
南

陽
宗
資
主
画
諾
。
南
陽
太
守
岑
公
孝
，
弘
農
成

但
坐
嘯
」。

（
27
）�『
三
国
志
』
巻
五
十
五
黄
蓋
伝
「
諸
山
越
不
賓
、有
寇
難
之
県
、

輒
用
蓋
為
守
長
。
石
城
県
吏
、
特
難
検
御
、
蓋
乃
署
両
掾
、

分
主
諸
曹
。
教
曰
、
令
長
不
徳
、
徒
以
武
功
為
官
、
不
以
文

吏
為
称
。
今
賊
寇
未
平
、有
軍
旅
之
務
、一
以
文
書
委
付
両
掾
、

当
検
摂
諸
曹
、
糾
擿
謬
誤
。
両
掾
所
署
、
事
入
諾
出
、
若
有

姦
欺
、
終
不
加
以
鞭
杖
、
宜
各
尽
心
、
無
為
衆
先
」。
邢
義
田



197　　出土簡牘の「風水宝地」　　野口

氏
も
ま
た
、
こ
の
史
料
を
側
近
が
画
諾
す
る
場
合
も
あ
っ
た

根
拠
と
す
る
。
邢
前
掲
「
漢
晋
公
文
書
上
的
“
君
教
‘
諾
’”、

署
名
和
画
諾
」、
三
二
〇
頁
。

（
28
）�
陳
・
周
前
掲
「「
君
教
諾
」
考
論
」、
三
三
〇
頁
参
照
。

（
29
）�

陳
・
周
前
掲
「「
君
教
諾
」
考
論
」、
三
二
八
頁
参
照
。

（
30
）�

金
文
京
『
三
国
志
の
世
界
：
後
漢
三
国
時
代
』、
講
談
社
、

二
〇
〇
五
年
、
三
〇
七
～
三
一
二
頁
参
照
。

（
31
）�『
三
国
志
』
巻
二
十
八
鍾
会
伝
の
裴
松
之
注
に
「
世
語
曰
、
会

善
效
人
書
、
於
剣
閣
要
艾
章
表
白
事
、
皆
易
其
言
、
令
辞
指

悖
傲
、
多
自
矜
伐
。
又
毀
文
王
報
書
、
手
作
以
疑
之
也
」
と

あ
る
。

（
32
）�

原
文
「
于
時
天
下
擾
乱
、
伐
叛
討
貳
、
超
自
以
職
在
近
密
、

而
書
跡
与
帝
手
筆
相
類
、
乃
絶
不
与
人
交
書
」。

（
33
）�

任
官
か
ら
免
官
に
至
る
官
印
の
所
持
・
保
管
・
返
還
の
具
体

的
状
況
に
つ
い
て
は
、
米
田
健
志
「
漢
代
印
章
考
」、
冨
谷
至

編『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』所
収
、朋
友
書
店
、二
〇
〇
三
年
、

三
〇
八
～
三
二
三
頁
参
照
。

（
34
）�

藤
枝
晃
氏
は
、
綬
を
腰
に
ま
い
て
印
を
ぶ
ら
下
げ
た
と
指
摘

す
る
。
藤
枝
晃『
文
字
の
文
化
史
』、岩
波
書
店
、一
九
七
一
年
、

一
〇
四
頁
参
照
。
一
方
で
、
孫
機
氏
は
鞶
嚢
に
収
納
し
た
と

す
る
。
孫
機
「
説
“
金
紫
”」、同
『
中
国
古
輿
服
論
叢
』
所
収
、

文
物
出
版
社
、一
九
九
三
年
、一
五
〇
頁
参
照
。
邢
義
田
氏
は
、

印
章
を
腰
の
ベ
ル
ト
に
結
び
つ
け
る
か
、
腰
の
鞶
嚢
に
収
納

し
た
と
解
釈
す
る
。
邢
義
田「
漢
至
三
国
公
文
書
中
的
簽
署
」、

同
前
掲
『
今
塵
集
』（
上
）
所
収
、
二
九
四
頁
及
び
同
「
従
制

度
的
“
可
視
性
”
談
漢
代
的
印
綬
和
鞶
嚢
」、
北
京
大
学
人
文

社
会
科
学
研
究
院
編
『
多
面
的
制
度
：
跨
学
科
視
野
下
的
制

度
研
究
』、
生
活
・
読
書
・
新
知
三
聨
書
店
、
二
〇
二
一
年
、

五
六
頁
参
照
。
そ
し
て
、
林
巳
奈
夫
氏
は
、『
史
記
』
巻
七
九

蔡
沢
列
伝
「
懐
黄
金
之
印
、
結
紫
綬
於
要
」
の
記
載
を
根
拠

に
、印
を
懐
に
入
れ
る
と
解
釈
す
る
。
林
巳
奈
夫「
佩
玉
と
綬
：

序
説
」、『
東
方
学
報
』（
京
都
）
四
五
号
、
一
九
七
三
年
参
照
。

（
35
）�

綬
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
林
巳
奈
夫
編
『
漢
代
の
文
物
』、

京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七
六
年
、
一
〇
〇
～

一
〇
二
頁
及
び
孫
前
掲
「
説
“
金
紫
”」、
一
五
〇
～
一
五
一

頁
参
照
。

（
36
）�『
後
漢
書
』
列
伝
第
十
四
馬
援
伝
注
「
東
観
記
曰
、
援
上
書
、

臣
所
仮
伏
波
将
軍
印
、
書
『
伏
』
字
、『
犬
』
外
向
。
城

令�

印
、『

』
字
為
『
白
』
下
『
羊
』。
丞
印
『
四
』
下
『
羊
』。

尉
印
『
白
』
下
『
人
』、『
人
』
下
『
羊
』。
即
一
県
長
吏
、
印

文
不
同
、恐
天
下
不
正
者
多
。
符
印
所
以
為
信
也
、所
宜
斉
同
。

薦
暁
古
文
字
者
、
事
下
大
司
空
正
郡
国
印
章
。
奏
可
。」

（
37
）�
漢
初
の
律
令
の
抜
き
書
き
で
あ
る
湖
北
省
荊
州
市
か
ら
出
土

し
た
張
家
山
二
年
律
令
の
賊
律
に
以
下
の
条
文
が
見
つ
か
っ

て
お
り
、「
偽
写
皇
帝
信
璽
、皇
帝
行
璽
、要（
腰
）斬
以
匀（
徇
）」

9
（
賊
律
）、「
偽
写
徹
侯
印
、
棄
市
。
小
官
印
、
完
為
城
旦
舂
」
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10
（
賊
律
）
と
あ
る
。
二
年
律
令
中
に
は
、
皇
帝
璽
と
小
官

印
（
百
石
以
下
の
官
が
用
い
る
官
印
）
の
偽
造
に
対
す
る
処

罰
規
定
し
か
見
え
な
い
が
、
後
漢
時
代
に
書
写
さ
れ
た
と
さ

れ
る
張
家
界
古
人
堤
出
土
の
漢
律
に
は
、
上
記
二
種
の
処
罰

規
定
の
他
、
さ
ら
に
「
偽
写
漢
使
節
、
皇
大
子
、
諸
侯
、
三

列
侯
及
通
官
印
棄
市
」（
14
正
面
）
と
あ
り
、
一
般
の
官
印
に

対
し
て
も
処
罰
規
定
が
存
在
し
た
。
お
そ
ら
く
、
漢
初
に
も

同
様
の
規
定
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
。
張
家
界
古
人
堤
出

土
簡
に
つ
い
て
は
、
湖
南
省
文
物
研
究
所
等
「
湖
南
張
家
界

古
人
堤
遺
址
与
出
土
簡
牘
概
述
」、
同
「
湖
南
張
家
界
古
人
堤

簡
牘
釈
文
与
簡
注
」（
と
も
に
『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三

年
第
二
期
）
を
参
照
。

（
38
）�

王
国
維
は
「
至
南
北
朝
、
而
朱
印
之
事
始
明
著
于
史
籍
。

…
…
蓋
印
泥
之
事
、
実
与
簡
牘
倶
廃
矣
」
と
す
る
。
王
原
著
、

胡
・
馬
校
注
前
掲
『
簡
牘
検
署
考
校
注
』
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
。

な
お
、
当
該
条
は
日
本
語
版
に
は
見
え
な
い
。

（
39
）�

簡
牘
の
収
納
と
検
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
永
田
英
正
「
図
書
、

文
書
」、
同
『
漢
代
史
研
究
』
所
収
、
汲
古
書
院
、
二
〇
一
八

年
、三
七
八
～
三
八
二
頁
及
び
冨
谷
前
掲「
文
書
行
政
の
書
式
・

常
套
句
」、
一
九
〇
～
一
九
一
頁
参
照
。

（
40
）�

冨
谷
至
「
檄
書
考
」、同
前
掲
『
文
書
行
政
の
漢
帝
国
』
所
収
、

八
二
頁
参
照
。

（
41
）�

漢
代
以
降
の
印
章
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
王
献
唐
『
五

鐙
精
舎
印
話
』、
青
島
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
四
四
～

一
四
五
頁
及
び
孫
前
掲
「
説
“
金
紫
”」、
一
五
二
頁
参
照
。

（
42
）�

孫
前
掲
「
説
“
金
紫
”」、
一
五
二
頁
参
照
。

（
43
）�『
隋
書
』巻
十
二
礼
儀
志
七
に「
古
佩
印
皆
貯
懸
之
、故
有
囊
称
。

或
帯
於
旁
、
故
班
氏
謂
為
旁
囊
、
綬
印
鈕
也
。
今
雖
不
佩
印
、

猶
存
古
制
、
有
佩
綬
者
、
通
得
佩
之
」
と
あ
り
、
少
な
く
と

も
隋
代
に
は
す
で
に
印
綬
を
身
に
帯
び
な
か
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
。

（
44
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
野
口
優
「
漢
魏
時
代
に
お
け
る
上
奏

文
処
理
手
続
き
と
皇
帝
裁
可
」、『
史
林
』第
一
〇
一
巻
第
六
号
、

二
〇
一
八
年
で
触
れ
た
。

（
45
）�（
原
文
）「
此
字
筆
趣
翩
翩
、
似
鳥
之
欲
飛
。」

【
附
記
】
本
稿
は
、
中
山
大
学
青
年
教
師
重
点
培
育
項
目
「
漢
代
至

西
晋
的
制
詔
和
書
写
材
料
」（19w

kzd07

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。


